
令和 7 年度版 

中央学院大学 公的研究費不正防止計画 

令和 7 年 4 月 1 日 

統轄管理責任者 

 

文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（以下、「ガイド

ライン」）第 3 節及び「中央学院大学における研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止等に関する規

程」（以下、「不正防止規程」）第 4 条第 2 項第 1 号に基づき、本学における公的研究費の適正な運営・管理のた

め、次のとおり不正防止計画を策定する。策定にあたっては、不正を発生させる要因に対応する対策を反映さ

せ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。 

 

 区分 不正発生要因または問題事例 具体的防止計画 関連部署・役職 

1 

責 
任 
体 
制 

・組織上の責任体制が不明

確なことによる統制（ガ

バナンス）の緩みや法令

順守（コンプライアンス）

の精神の希薄化等 

・研究費の運営・管理は機関

全体を統括して行うこと

に対する意識の希薄化

等。 

・不正防止に関する内部統

制の整備・運用状況につ

いて機関全体の観点から

確認していない。 

・「不正防止規程」に基づき、本件に関わ

る最高管理責任者に学長を充て不正防

止に向けた 大学の強い意志を内外に明

確に示し、周知を図る。 

・「ガイドライン」に基づき、学長は強力

なリーダーシップを発揮し、組織の取

り組みを牽引する。そのため、不正防

止対策を審議する重要な会議での議事

を主導し、全構成員の意識の向上と浸

透を図る。 

・「不正防止規程」に基づき、事務局長は

統括管理責任者として実質的な責任を

負うことを明確に示し、周知を図る。 

・「不正防止規程」に基づき、研究科長・

各学部長及び学事部研究支援グループ

長はコンプライアンス推進･研究倫理教

育責任者として実務上の責任を負うこ

とを明確に示し、周知を図る。 

・「ガイドライン」に基づき、本学の不正

防止の取り組み全体を監査対象とし、

監事は不正防止に関する内部統制の整

備・運用状況について機関全体の観点

から確認し、意見を述べる。 

 

 

・最高管理責任者 

（学長） 

・統括管理責任者 

（大学事務局長） 

・コンプライアンス

推進責任者（研究

倫理委員会の長） 

・監事 



2 

基
盤
環
境
整
備 

意
識
向
上 

・研究費の出所が公金であ

るという意識の欠如等 

・行動規範や規程等につい

ての理解不足等 

・不正を起こさない組織風

土の欠如。 

・「ガイドライン」及び「不正防止規

程」に基づき、事務局長は教育研究

活動における不正防止についてのコ

ンプライアンス教育及び倫理教育研

修は研究費の運営・管理に係る全て

の構成員を対象として定期的に開催

し、基準年(直近は令和 5 年)を設け

て 3 年に 1 回は全教員が受講するよ

うに設定する。 

・「ガイドライン」に基づき、学長は、

年４回程度の啓発活動を行い、全て

の構成員に対し、不正防止に対する

意識の向上と浸透を促す。 

・科学研究費助成事業説明会（年 1 回

開催）等において不正防止を呼びか

ける。 

・関係規程をウェブサイト上に公開

し、関係者が随時閲覧可能とする。 

・科研費の取扱いについて「科研費執

行の手引き」を作成し、研究者に配

付する。 

 

 

・統括管理責任者 

（事務局長） 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部庶務

グループ 

規
程
等
の
整
備 

・規程未整備による研究者

および事務担当者の裁量

範囲の不適切な拡大等 

・ルールと実態の乖離 

・「基本方針」、「不正防止規程」等、関

係規程の周知を図り、必要に応じて

見直しを検討する。 

・2021 年 2 月の「ガイドライン」の改

正を受け、「不正防止規程」等の関係

規定の再点検を行い、必要に応じて

改正する。 

 

 

・学事部研究支援

グループ 

相
談
窓
口 

・研究者が手続き等につい

て随時相談出来る窓口が

未設置であること等 

・学事部研究支援グループが窓口とな

り、随時、具体的手続き等について

研究者からの相談に応じることので

きる体制をとる。 

 

 

・学事部研究支援

グループ 

 



3 

適 
正 
な 
管 
理 
お
よ 
び 
運 
営 

予 
算 
管 
理 

・予算執行が年度末に集中

することによる事務齟齬

の発生 

・予算執行の根拠となる領

収書等、証憑書類確認の

不徹底 

・年度末の集中執行を避けるよう、年

度途中に事務担当者から研究者への

注意喚起を行い、研究の進捗に応じ

て繰越・延長が可能であることも周

知を図る。 

・伝票への証憑書類添付および内容の

精査を徹底する。 

・内部監査での指摘事項をもとに、証

憑書類等の不備が減るように「科研

費執行の手引き」を整えて研究者へ

周知する。 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部経理

グループ 

発 
注 
手 
続 

・研究者と取引業者との癒

着等 

・金額に応じて研究者から依頼を受け

た事務担当者が、大学契約業者に対

して発注を行う。 

・原則的に業者への支払いおよび領収

書等の管理は、事務担当者が行う。 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部経理

グループ 

検 
品 
検 
収 

・納品の事実確認の不徹底

等 

・「科研費執行の手引き」に基づき、事

務担当者が検収を行う。 

・学事部研究支援

グループ 

物
品
管
理 

・研究費により購入した

物品の私物化や不適切

な廃棄等 

・金券、切手等の不正使

用 

・事務担当者が定期的に物品の保管状

況を点検する。 

・金券、切手については、使用目的･件

数について文書で提出を求める。 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部庶務

グループ 

・総務財務部管財

グループ 

旅 
費 

・研究者と業者との癒着

等 

・出張許可および報告に

関する手続きの不徹底

等 

・出張日程および証憑書

類等の確認が不十分な

こと等 

・出張者には事前の出張届と事後の出

張報告書の提出を課す。（学部長決

裁） 

・旅費精算時には、交通機関の領収書

（航空運賃については搭乗券の半券

（搭乗券がある場合のみ））、宿泊先

の領収書提出等を研究者に求める。 

・旅費精算時には、現地に行った証拠

となる書類を必ず求める。 

・研究協力者として本学学生に研究出

張を依頼する場合、事務担当者が本

学学生に対し使用ルールを周知す

る。 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部経理

グループ 

・総務財務部庶務

グループ 

 



謝
金 
・
人
件
費 

・謝金に関わるルールの未

整備 

・非常勤雇用者等の業務お

よび勤務実態の確認が不

十分であること等 

・非常勤雇用者の採用につ

いての学内手続きの不徹

底等 

・現金による謝金の受け渡

し 

・本学のルールに基づいて執行を行

う。 

・業務内容および勤務時間について勤

務管理票に記録の上、非常勤雇用者

と研究者が捺印をし、事務担当者は

それに基づいて予算執行に関わる事

務を行う。 

・事務担当者が非常勤雇用者と面談す

る等して使用ルールを周知し、定期

的に勤務実態を把握する。 

・謝金の支払いは銀行振込とする。 

 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部経理

グループ 

・総務財務部庶務

グループ 

 

4 

通 
報 
窓 
口 

・内部通報体制および通報

者保護制度の未整備等 

・通報窓口（直通電話）を設置し、内

外からの告発に対応する。 

・「不正防止規程」に準拠した対応を実

施する。 

 

・総務財務部庶務

グループ 

・学事部研究支援

グループ 

5 

監 
査 
体 
制 

・監査の不徹底 

・内部監査の形骸化 

・内部監査を定期的に行い実態の把握

に努め、監事から理事長に必要事項

を報告する体制を取る。 

・内部監査結果に伴う改善事項を、学

事部研究支援グループ（防止計画推

進部署）に周知する。 

・不正発生要因に応じて、監査計画を

随時見直し、効率化・適正化を図

り、内部監査の質の向上を図る。 

・監査マニュアルを策定し、それに従

って定期的に内部監査(備品監査・リ

スクアプローチ監査を含む)を監事と

連携して行い、不正防止に努める。 

・効率的・効果的かつ多角的な内部監

査を実施するために、監事及び会計

監査人との連携を強化する。 

・総務財務部庶務グループと学事部研

究支援グループ（防止計画推進部

署）との連携を強化する。 

 

・総務財務部庶務

グループ 

・監事 

・学事部研究支援

グループ 

・総務財務部管財

グループ 



6 

不 
正 
事 
案 
へ 
の 
対 
応 

・不正事案に適正に対応

する体制の未整備 

・学内外からの通報および監査等で発

覚した不正事案については、「不正防

止規程」に基づき、研究倫理委員会

で対応し、必要に応じて調査委員会

による調査を行い、原因究明と不正

事案の抑止を図る。 

・不正事案については、最高管理責任

者である学長から理事長に対し、懲

戒等の処分の上申をする。 

・不正事案については、配分機関への

報告および原則として調査結果の公

表をする。 

・研究倫理委員会 

・学事部研究支援

グループ 

 

 

 

 


